
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
県
産
木
材
利
用
促
進
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
七
号
）
（
森
づ
く
り
課
） 

一 

趣
旨 

 

県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
し
、
基
本
理
念
等
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
県
産
木
材
の
利

用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
森
林
の
有
す
る
多
面
的

機
能
の
持
続
的
な
発
揮
、
林
業
及
び
木
材
産
業
の
持
続
的
か
つ
健
全
な
発
展
並
び
に
県
民
の
豊

か
な
暮
ら
し
の
実
現
に
寄
与
す
る
た
め
の
条
例
の
制
定 

二 

内
容 

㈠ 

県
産
木
材
、
森
林
所
有
者
、
林
業
事
業
者
、
木
材
産
業
事
業
者
、
建
築
関
係
事
業
者
等
の

定
義 

 

㈡ 

基
本
理
念 

 
 

ア 

森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
持
続
的
な
発
揮
が
図
ら
れ
る
こ
と 

 
 

イ 

林
業
及
び
木
材
産
業
の
持
続
的
か
つ
健
全
な
発
展
が
図
ら
れ
る
こ
と 

 
 

ウ 

県
民
の
豊
か
な
暮
ら
し
の
実
現
が
図
ら
れ
る
こ
と 

 

㈢ 

各
主
体
の
責
務
及
び
役
割 

 
 

ア 

県
の
責
務 

 
 

 
 

県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
等 

 
 

イ 

市
町
村
の
役
割 

 
 

 
 

県
産
木
材
の
積
極
的
な
利
用
に
努
め
る
等 

 
 

ウ 

森
林
所
有
者
の
役
割 

 
 

 
 

所
有
す
る
森
林
の
適
切
な
整
備
及
び
保
全
に
努
め
る
等 

 
 

エ 

林
業
事
業
者
の
役
割 

 

森
林
の
適
切
な
整
備
及
び
保
全
、
県
産
木
材
の
安
定
的
な
供
給
、
人
材
の
育
成
そ
の
他

の
林
業
の
振
興
に
努
め
る
等 

 
 

オ 

木
材
産
業
事
業
者
の
役
割 

 

県
産
木
材
の
積
極
的
な
利
用
、
県
産
木
材
を
利
用
し
た
製
品
の
安
定
的
な
供
給
及
び
品

質
の
向
上
、
人
材
の
育
成
そ
の
他
の
木
材
産
業
の
振
興
に
努
め
る
等 

 
 

カ 

建
築
関
係
事
業
者
の
役
割 

 

県
産
木
材
の
積
極
的
な
利
用
、
木
造
建
築
の
技
術
の
継
承
及
び
人
材
の
育
成
に
努
め
る

等 

 
 

キ 

県
民
の
役
割 

 
 

 
 

県
産
木
材
を
利
用
し
た
製
品
の
積
極
的
な
利
用
に
努
め
る
等 

 

㈣ 

県
の
施
策
等 

d5e2f3c2-32ef-47e3-b57a-1efc2995d51a



 
 

 

指
針
の
策
定
及
び
公
表
、
県
産
木
材
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
等 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 
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